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第５ 編 その他必要事項 

 

１ ． 目指すべき 森林の基本的な考え方 

 

目指すべき 森林毎に誘導の目安と なる 地形・ 基盤条件及び基本的な考え方は、 次のと おり です。  

 

（ 目安と なる 地形・ 基盤条件）  

①恒続林 

・ 現況が人工林 

・ 標高が 1,200m 未満（ ス ギ・ ヒ ノ キ等の生育に適し た標高）  

・ 傾斜が 40 度未満（ 土砂の崩壊等の災害リ ス ク を考慮）  

・ 道路から の距離が 50ｍ未満（ 車両系での集材を想定）  

②適正人工林 

・ 現況が人工林 

・ 標高が 1,200m 未満（ ス ギ・ ヒ ノ キ等の生育に適し た標高）  

・ 傾斜が 40 度未満（ 土砂の崩壊等の災害リ ス ク を考慮）  

・ 道路から の距離が 500ｍ未満（ 架線系での集材を想定）  

③自然林 

・ 現況が人工林 

・ 標高が 1,200m 以上 

・ 傾斜が 4０ 度以上 

・ 道路から の距離が 500ｍ以上 

④天然林 

・ 現況が天然林 

 

図－１  目指すべき 森林の目安と なる 状況のイ メ ージ 
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（ 基本的な考え方）  

①恒続林 

・ 木材生産を目的と し た森林 

・ 地域の特性に応じ た樹種 

・ 複数の樹齢・ 高さ で構成 

・ 択伐によ る 木材生産が保育にも なり 環境が維持さ れる  

・ 非皆伐 

・ 天然更新を可能な限り 採用 

②適正人工林 

・ 木材生産を目的と し た森林 

・ 人工造林を代表する ス ギ・ ヒ ノ キ等の一斉林 

・ 間伐をはじ めと する 保育によ り 環境が維持さ れる  

・ 皆伐を前提（ 皆伐後は速やかな再造林）  

③自然林 

・ 木材生産を主目的と し ない森林 

・ 地域の特性に応じ た樹種 

・ 複数の樹齢・ 高さ で構成 

・ 自然の遷移によ り 環境が維持さ れる  

・ 非皆伐 

④天然林 

・ 木材生産を主目的と し ない森林 

・ 地域の特性に応じ た樹種 

・ 複数の樹齢・ 高さ で構成 

・ 自然の遷移によ り 環境が維持さ れる  

・ 非皆伐 
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２ ． 地域森林計画に定める 事項 

 

森林の４ 機能を持続的に発揮さ せる ため、森林法第５ 条第１ 項の規定によ り 知事が策定する 地域

森林計画に以下の事項を定めま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ． 市町村森林整備計画の確認 

 

森林法第 10 条の５ 第１ 項の規定によ り 市町村長 が策定する 市町村森林整備計画について、 市町

村から 同条第９ 項の協議を受けたと き は、当該計画に以下の事項が定めら れている こ と を確認し ま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①目指すべき 森林への誘導方針 

②森林の４ 機能ごと の環境管理方針 

③新たな森林環境管理制度の推進体制 

④「 奈良県伐採・ 更新施業のガイ ド ラ イ ン」 の遵守 

①目指すべき 森林への誘導方針 

②森林の機能ごと の環境管理方針 

③新たな森林環境管理制度の推進体制 

④「 奈良県伐採・ 更新施業のガイ ド ラ イ ン」 又は「 市町村が独自で作成し た伐採・ 更新施業

に関する ガイ ド ラ イ ン」 の遵守 

 

 

 

 

 

※ただし 、「 市町村が独自で作成し た伐採・ 更新施業に関する ガイ ド ラ イ ン」 を 遵守する

こ と を 規定する こ と については、「 市町村が独自で作成し た伐採・ 更新施業に関する ガイ

ド ラ イ ン 」 が、「 奈良県伐採・ 更新施業のガイ ド ラ イ ン 」 の規定事項を 満たす場合のみ同

意する こ と と し ま す。  
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第 6 編 指針の進行管理 

 

本指針の推進にあたっては、 社会情勢の変化や施策・ 事業の進捗状況を把握・ 評価し 、 必要に応

じ て適切な見直し を行っていく こ と が重要です。そのため、進行管理は、PDCA サイ ク ルに基づき 、

計画の策定（ Plan）、 事業の実施・ 運用（ Do）、 実施状況等の点検及び評価（ Check）、 事業内容の

見直し （ Act） の一連のサイ ク ルによ り 実施し ま す。  

こ の進行管理の成果については、 市町村、 関係機関・ 団体等と の情報共有を図り 、 毎年度、 森林

審議会をはじ め様々な機会を活用し て検討・ 評価する と と も に、広く 県民への情報提供に努めま す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCAサイ ク ルによ る 進行管理 

継続的改善 

Do（ 実施・ 運用）  

○施策・事業の実施 

○事業実施における環境配慮 

Plan（ 計画）  

○施策・事業の立案・検討 
○必要に応じ指針改定 
○新規事業の創出 

Check（ 点検・ 評価）  

○木材需給情報の把握 

○施策・事業成果の評価 

○公表 

Act（ 見直し）  

○施策・事業の見直し 

○指針見直し等の検討 
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【用語の解説】 

 

◎森林環境の維持向上 

 適地適木によ る 造林及び適時かつ適切な方法によ る 保育、 伐採等を行う こ と によ り 、 森林の４

機能を高度に発揮さ せる こ と 。  

 

◎森林の４ 機能 

 森林環境の維持向上の施策を総合的かつ体系的に推進する 観点から 、森林の有する 多面的機能

を以下の４ つに区分し た機能。  

 

⑴森林資源生産機能 

 木材、 木の実、 き のこ 類等の食材、 漆等の工芸品の原料、 清浄な水等の森林資源を持続的に

供給する 機能並びに温室効果ガス の吸収及び排出の抑制作用によ り 地球温暖化の防止に寄与

する 機能。  

 

⑵防災機能 

 土砂の流出又は崩壊その他の災害の防止機能及び水の貯留・ かん養機能によ り 森林が県土を

保全する 機能 

 

⑶生物多様性保全機能 

様々な生態系が存在する こ と 並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在する こ と を保

全する 機能並びにそれによ り 自然環境を持続的に保全する 機能。  

 

⑷レ ク リ エーショ ン機能 

 レ ク リ エーショ ン、 ス ポーツ、 教養文化活動、 休養等を森林において行う こ と によ り 身体的

及び精神的な健康を回復し 、 日常生活の向上への活力を獲得する 機能。  

 

◎目指すべき 森林 

  奈良県が目指す森林環境が維持向上さ れた状態である 以下の４ つの森林。  

 

⑴恒続林 

 地域の特性に応じ た種類の樹木が異なる 樹齢及び高さ の状態で存在し 、適時かつ適切な方法

によ る 保育及び択伐によ る 継続的な木材生産によ り 環境が維持さ れる 森林。  

  

⑵適正人工林 

 ス ギ、ヒ ノ キその他の人工造林を代表する 種類の樹木が同程度の樹齢及び高さ の状態で存在

し 、 適時かつ適切な方法によ る 保育によ り 環境が維持さ れる 森林であって、 木材生産を主目的

と する も の。  
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⑶自然林 

ス ギ、ヒ ノ キその他の人工造林を代表する 種類の樹木と 地域の特性に応じ た種類の樹木が混

交する 森林であって、 自然の遷移によ り 環境が維持さ れる も の。  

 

 ⑷天然林 

 地域の特性に応じ た種類の樹木が自然に生成する こ と によ り 環境が維持さ れる 森林。  

 

◎新たな森林環境管理 

  従来の「 施業管理」 に地域に即し た「 環境管理」 を加えたも ので、 目指すべき 森林への誘導等

によ り 森林の４ 機能を高度に発揮さ せる 森林管理。  

 

◎新たな森林環境管理制度 

  目指すべき 森林への誘導と 森林の４ 機能を高度に発揮さ せる 取り 組み及び川中・ 川下と の連携

によ る 環境と 経済が両立する 林業への取り 組み。  

 

◎奈良県フォ レ ス タ ー制度 

  新たな森林環境管理を推進する 拠点施設を中心と し た、 市町村から の業務の受託や奈良県 

フォ レス タ ーの配置によ る 県と 市町村が連携する 取り 組み。  

 

◎新たな森林環境管理体制 

 奈良県フォ レ ス タ ー制度に加えて、 奈良県フォ レ ス タ ーアカデミ ーの設置・ 運営や森林組合・

森林事業者と の労働力確保などの連携によ り 新たな森林環境管理制度を推進する ための体制。  

 

 

奈良県フ ォ レ ス タ ー制度

拠点施設を 中心と し た、 業務の受託やフ ォ レ ス タ ーの配置によ る

県と 市町村が連携する 取り 組み

「 目指すべき 森林への誘導と 森林の４ 機能を 高度に発揮さ せる 取り 組み」 ＋「 川中・

川下と の連携によ る 環境と 経済が両立する 林業への取り 組み」

新たな森林環境管理制度

新たな森林環境管理体制

「 奈良県フ ォ レ ス タ ー制度」 ＋「 アカデミ ーの設置・ 運営」 ＋「 森林組合・

森林事業者と の連携（ 労働力確保など ） 」 によ り 新たな森林環境管理制度を

推進する ための体制








